
　　　（予選大会も含む）

大会参加資格が在住・在勤で埼玉県テニス協会の会員であること。

＊プロ協会に加盟している選手も参加出来ます。

＊会員とは郡市テニス協会より県テニス協会に記名登録されている人です。

　申込時に埼玉県テニス協会個人登録番号の入力が必須で、これに基づき受付けます。

「ふるさと選手」制度を利用する場合は出身校所在地の郡市に登録すること。。

「在住」 会員登録時（当該年度3月1日）に「日常生活」をしている実態があり、埼玉県内に住民票が

あること

「在勤」 会員登録時（当該年度3月1日）に埼玉県内の会社・事業所と雇用契約を結び現実に通勤し

て主たる勤務実績があること（具体的には週40時間の半数を超えて勤務）

学生等の短時間、短期間のアルバイト等は在勤として認められない。

【１】 各郡市テニス協会の推薦選手（この場合当該テニス協会の会員であること）

四地区テニス協技会推薦選手（この場合当該テニス協議会の会員であること）

【２】 ①　前々回・前回の県大会で、予選決勝進出選手または本戦ストレートインの選手

資格を取得した種目に限る。ダブルスは同一ペアに限る

②　JTAポイントを有する選手 ・JTAシングルスポイント１０点以上

・JTAダブルスポイント２０点以上（ペアの合計ポイント）

①②は「有資格者選手」と言います。①と②の両方に該当する選手は①になります。

前々回・前回の本戦出場者はJTA一般選手登録をしていないと参加できません（県大会出場規程）。

【３】 前年度、以下の上位大会に出場した選手

＊ 全日本テニス選手権大会本戦 ＊ 関東オープンテニス選手権大会本戦

＊ 毎日テニス選手権大会本戦 ＊ インカレ本戦

＊ 国民体育大会 ＊ 関東学生テニス選手権大会本戦

・ インターハイシングルス個人戦

・ 全日本ジュニアテニス選手権大会シングルス

【４】 前年度以下の戦績を残した者

・ 埼玉ジュニアカップ優勝者

・ 全国レディース大会埼玉県代表の３組

・ 日本女子テニス連盟埼玉県支部A級大会の優勝および準優勝の２組

　【３】【４】の資格で申込む時に戦績を証明するものを提出しなければならない

　（例：大会プログラムの表紙と本人掲載ページの写し）

【５】 埼玉県テニス協会公認大会の上位成績者（各大会に出場枠の割当があります）

【６】 ４地区協議会推薦者（各地区に出場枠があります）

【７】 日本女子テニス連盟埼玉県支部推薦者２組

【８】 埼玉県テニス事業協会推薦者各２名・２組

【９】 教職員テニス大会男子ダブルス優勝者

【１０】 大会運営委員会で認められた者

（前年度以前に上記「＊」のついた大会に出場した選手は検討の対象になります。）

☆ 前年度とは当年度も含むものとする。
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